
67自治大阪 ／ 2006 － 4

お 知 ら せ  お 知 ら せ 

市市市市長長長長会会会会、、、、町町町町村村村村長長長長会会会会、、、、町町町町村村村村議議議議長長長長会会会会のののの
事事事事務務務務局局局局のののの共共共共同同同同運運運運営営営営をををを開開開開始始始始

大阪府市長会、町村長会・同議長会は、事務局業務の効率化、経費の節減による市町村負担の軽

減などを図るため、平成１８年４月１日から３事務局の共同運営を開始しました（市議会議長会事務

局は各市で持ち回り）。

今後、事務局長以外の職員全員が市長会、町村長会、町村議長会の事務局を併任し、スケールメ

リットを活かした業務運営を行います。

以下、共同運営開始に伴う主な変更点についてお知らせします。

【事務局の場所】

事務局の場所は、従来どおり大阪府庁別館６階（市町村会館）ですが、６階フロア内での位置を

変更しておりますので、ご注意ください。新しい配置図は下記のとおりです。

【組織・事務分担】

新しい事務局組織及び事務分担については、次のとおりです。

当面の事務局運営については上記のとおりですが、地方分権改革の進展、地方六団体の動向、社

会経済情勢の変化など、自治体を取り巻く周辺環境の変化に対応し得るよう、今後とも不断の改革

に取り組んでいきます。

【問い合わせ】大阪府市長会・大阪府町村長会・大阪府町村議長会事務局 ＴＥＬ：０６－６９４１－５６７４

（通称：大阪府市町村会）
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